
校名選定について

１ 開校準備委員会委員に実施したアンケート結果概要（令和７年１２月実施）

２ 協議内容

⑴ 募集周知方法の追加について

⑵ 公募の開始時期について

資料 意見 回答又は今後の対応

１ 校名候補案募集

要項について

特になし

募集周知について、美保

中学校区内各小・中学校

のホームページでの周知

を追加

第１２回開校準備委員会

で協議

応募方法のところか一番

下に、応募先、問い合わせ

先を載せておくと良いと

思う。

配布する応募チラシに、

応募先、問い合わせ先を

記載

２ 校名候補選定要

領について

特になし

３ 校名候補案公募

及び選定スケジ

ュール（案）につ

いて

特になし

自治会回覧が全戸を回り

きるのが５月１０日頃に

なるので、公募の開始を

５月１０日から２か月に

してほしい。

第１２回開校準備委員会

で協議

資料３
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美保中学校区義務教育学校 校名候補案募集要項

１ 募集目的 新しい学校を開校するに当たり、末永く愛着が持てる校名を制定するた

め、校名候補案を募集する。

２ 応募資格 ⑴ 美保中学校区在住の方

⑵ 美保中学校区出身の方

⑶ 美保中学校区の保育園や学校に通っている方及びその保護者

⑷ 美保中学校区の保育園や学校に勤務経験のある方

３ 募集期間 令和８年○月○日から令和８年○月〇日まで（郵送の場合は当日消印有効）

４ 募集内容 ⑴ 新しい学校の名前 ⑵ 校名に込めた想いや願い

５ 応募条件 ⑴ 校名は漢字又はひらがな若しくはカタカナで表記できるものである

こと。

⑵ 校名は常用漢字を使用し、書きやすく、読みやすいものであること。

⑶ 現在の小学校名（崎津、大篠津、和田）のいずれかを、新しい学校名

の一部として使用しないこと。

（例：崎津学園、大篠津義務教育学校、和田みらい学園等は不可）

⑷ 一人につき、１点の応募とすること。

６ 応募方法 ⑴ 電子申請

⑵ 郵送、電子メール

⑶ 応募箱へ投函

設置場所：崎津小学校、大篠津小学校、和田小学校、美保中学校

崎津保育園、小鳩保育園、和田保育園、のぞみ保育園

崎津公民館、大篠津公民館、和田公民館

弓ヶ浜子育て支援センター

７ 記載内容 ⑴ 氏名 ⑵ 年齢層 ⑶ 住所 ⑷ 区分（応募資格）

⑸ 新しい学校の校名 ⑹ 校名に込めた想いや願い

８ 選考主体 米子市美保中学校区義務教育学校開校準備委員会

９ 募集周知 以下の方法で周知を図る。

・自治会回覧 ・開校準備だより ・広報よなご、米子市ホームページ

・米子市 SNS ・美保中学校区内各小・中学校、保育園での配布

・美保中学校区内各公民館、弓ヶ浜子育て支援センターへの設置

別紙1
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10 選考基準 ⑴ 美保中学校区の学校だとイメージできる校名であること。

⑵ 将来にわたって愛着が持てる校名であること。

11 その他 ⑴ 採用された校名候補に関する一切の権利は、米子市に帰属する。

⑵ 応募の際に記入いただいた氏名等の個人情報は、校名候補を募集する目

的のみに利用し、その他の目的には一切使用しない。

⑶ 応募者への採否の結果通知は行わない。

⑷ 応募用紙の返却は行わない。

⑸ 応募に係る経費は応募者の負担とする。

⑹ 決定した校名候補は、米子市ホームページ、開校準備だより等で公表

する。

7



美保中学校区義務教育学校 校名候補選定要領

１ 目 的 新しい学校を開校するに当たり、末永く愛着が持てる校名を制定するため、

公募で寄せられた校名候補案から校名候補を選定する。

２ 選定基準 ⑴ 「美保中学校区義務教育学校 校名候補案 募集要項（以下「募集要

項」という。）」に記載された応募資格を満たしていること。

⑵ 募集要項に記載された応募条件を満たしていること。

⑶ 美保中学校区の学校だとイメージできる校名であること。

⑷ 将来にわたって愛着が持てる校名であること。

３ 選定方法

第１次選定：選定基準⑴及び⑵に基づき選定をする。

第２次選定～最終選定：選定基準⑶及び⑷に基づき選定をする。

４ 選定に当たっての留意点

この要領に定めのない事項、その他疑義を生じた事項については、開校準備委員会

で協議して定めるものとする。

別紙2
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校名候補案公募及び選定スケジュール（案）

1 校名候補案公募スケジュール

２ 校名候補選定スケジュール

※スケジュール案は、令和８年１月時点のものであり、今後変更になることがあります。

時期 内容 備考

１ 令和８年４月 15 日頃 開校準備委員会開催 ・募集要項、選定要領の

確認

・公募スケジュール確

認

２ 令和８年４月 20 日頃 応募用紙配布

応募箱設置（事務局）

・開校準備委員会終了

後配布及び設置

３ 令和８年４月 20 日頃

から令和８年６月 18

日頃まで

校名候補案募集 ・募集期間は約２か月

間

４ 令和８年６月 19 日頃 応募箱回収（事務局） ・募集期間終了翌日（事

務局）

５ 令和８年６月 22 日頃

から令和８年６月 26

日頃まで

集計作業（事務局） ・応募された案を一覧

表にまとめる

・データ集計（募集資格

の区分、年齢層等）

時期 内容 備考

１ 令和８年６月 29 日頃 第１次選定（事務局） ・応募資格、応募条件に

よる選定

２ 令和８年７月から

令和８年１０月

第２次選定～最終選定

（開校準備委員会）

・開校準備委員による

選定

・校名候補決定

３ 令和８年１１月 市教育委員会 ・校名候補報告（委員

長）

４ 令和８年１１月から

令和９年２月

校名案選定～最終選定

（市教育委員会）

・教育委員会での協議

・校名案決定

５ 令和９年３月 米子市議会民生教育委

員会

・校名案報告

別紙３
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開校準備委員会 令和１３年４月１日開校に向けたスケジュール（案）について

１ スケジュールの変更点

⑴ 閉校事業、開校事業について

⑵ 教育環境部会について

「施設・設備・通学関係」をまとめて記載していたところを、「施設・設備」

「通学バス・通学路の検討」「安全対策」の３項目に分けて記載しました。ス

ケジュールの変更はありません。

２ 変更理由

⑴ 閉校事業、開校事業について

閉校事業や開校事業について、早めに方向性を決定し、準備を進めていく

ため、検討時期、検討内容を変更しました。また、地域代表、PTA 代表、学

校代表が構成メンバーである開校準備委員会の方が協議が行いやすいと考

え、検討の場を変更しました。

３ 協議内容

⑴ 閉校事業、開校事業のスケジュール等の変更について

内容 変更前 変更後

検討の場 学校運営部会 開校準備委員会

検討時期 令和１１年度～ 令和８年度～

検討内容 閉校式典に関する事項

の協議

⑴閉校式・閉校事業につ

いての協議（開校準備委

員会）

⑵閉校式に関する事務

局案の協議

⑶各校での協議、準備、

実施

開校式典に関する事項

の協議

⑴開校式・開校事業につ

いての協議

⑵開校式に関する事務

局案の協議

資料4
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美保中学校区義務教育学校開校準備委員会　　　令和13年4月1日開校に向けたスケジュール（案）　 令和8年1月21日 別紙４
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令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 令和13年度

校名選定

ブロック制

閉校事業

開校事業

各部会からの報告等

制服

体操服等

校歌

校章・校旗

施設・設備

通学バス・

通学路の検討

安全対策

義務教育学校の

ＰＴＡ組織運営

現在の

ＰＴＡ組織運営

交流活動

学

校

運

営

部

会

教

育

環

境

部

会

P

T

A

部

会

選定方法検討・決定　　　　　募集要項等

　　校名決定（条例改正）

募集・選定

　　校名候補決定

　　ブロック案決定

情報収集・検討　

組織についての情報収集

課題の洗い出し　

４校ＰＴＡの閉会に向けての課題の洗い出し・協議

予算の処理についての検討

次年度役員選出、次年度の計画作成

ＰＴＡ総会準備

交流活動についての協議・計画

組織やＰＴＡ行事等について

の協議

規約についての協議、決定

　　ＰＴＡ総会

４校のＰＴＡの閉会準備・実施

（交流活動の実施） （交流活動の実施）

選定方法の

検討・決定
業者選定準備 素材・デザイン・細部の検討 新制服発表・着用ルールの決定等

（採寸・販売スタート）制服デザイン決定

選定方法の

検討・決定

業者選定準備 素材・デザイン・細部の検討 新体操服発表・着用ルールの決定等

（採寸・販売スタート）体操服デザイン決定

作成方法の検討

・決定

フレーズ等公募する場合：募集要項作成、公募、

選定、作詞作曲者候補者選定等

フレーズ等公募しない場合：作詞作曲者選定等

（作曲家、作詞家等に

よる校歌作成）

校歌作成依頼準備完了

（校歌の練習）

作成方法の検討・

決定
（業者による校旗等作成）

校旗作成依頼準備完了

公募する場合：募集要項作成、公募、選定等

公募しない場合：デザイン業者選定等

配置計画等

通学バスに関することについての協議　　通学路に関する協議　　

　　ＰＴＡ総会

　（新ＰＴＡスタート）

各校閉校事業

　　

（教育委員会での協議）

選定方法の検討

選定方法の検討

　　ＰＴＡ総会　　ＰＴＡ総会

　　校名案決定

設計等の進捗状況に応じて必要な協議（施設・設備・安全対策等）

各校での協議、準備、実施　

各校閉校式閉校式に関する事務局案の協議　閉校式・閉校事業についての協議

開校式・開校事業についての協議 開校式に関する事務局案の協議　

各校開校式

登下校の安全に関する事項の検討（例：登校班、見守り等）



令和８年度の開校準備委員会及び専門部会について

１ 開校準備委員会委員に実施したアンケート結果概要（令和７年１２月実施）

２ 委員の推薦について

⑴ 保護者代表の推薦について、設置要綱では以下のとおりとしている。

※ 「代表する者」とは、PTA 役員を指すものではなく、上記保護者であれば

委員の資格を有する。

３ 協議内容

⑴ 保護者代表について

資料 意見 回答又は今後の対応

１ 組織図について 特になし

現行の組織は、小・中学校

の構成メンバーを PTA 役

員から出しているが、よ

り活発な意見交換をして

いくためには、義務教育

学校開校時にお子さんが

在校生となる保護者を中

心として選出すべきだと

思う。

第１２回開校準備委員会

で協議

資料5

第３条 ２ 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

⑵ 次に掲げる米子市立小学校の児童及び米子市立美保中学校の生徒

の保護者を代表する者

ア 米子市立崎津小学校

イ 米子市立大篠津小学校

ウ 米子市立和田小学校
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令和８年度の開校準備委員会及び専門部会について（案）

１ 開校準備委員会及び専門部会の設置目的

美保中学校区義務教育学校の開校に当たり、必要な事項を調査・検討するために設置

する。

２ 調査及び検討内容

⑴ 義務教育学校の運営に関すること。

⑵ 義務教育学校の施設、設備等の教育環境に関すること。

⑶ 保護者及び地域住民等との連携、連絡及び調整に関すること。

⑷ その他、義務教育学校の開校に当たり必要と認められる事項に関すること。

３ 開催期間（令和８年度）

令和８年４月１日～令和９年３月３１日

・開校準備委員会 年間５～６回程度

・専門部会

学校運営部会・・・令和８年度は原則として開催しない。

教育環境部会・・・年間４～５回程度

PTA 部会・・・・・令和８年度は原則として開催しない。

※審議の進行状況によっては、開催数の増減もあります。

４ 委員及び部員の委嘱

・教育委員会から開校準備委員会委員・教育環境部会員として委嘱します。

・学校運営部会と PTA 部会については、原則として委嘱しませんが、開催の

必要が生じた場合はその時点で委嘱します。

・委嘱期間は、委嘱された年度の３月３１日までです。次年度は、改めて委嘱し

ます。

５ 委員会及び部会の開催場所と時間

【開催場所】委員会：美保中学校 特別活動室

部会 ：教育環境部会 部会長校

【開催時間】委員会：平日の午後７時から１時間半程度（予定）

部会 ：平日の午後７時から１時間半程度（予定）

※会場の都合等により、変更になる場合があります。

別紙５
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６ 組織図
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令和８年度開校準備委員会委員及び専門部会部員の推薦について

１ 推薦人数

※４校から推薦された開校準備会委員（管理職）のうち１名を、教育環境部会部会長とし

て推薦する。

２ 推薦書提出期限

地域及び PTA 推薦 令和８年３月 ６日（金）

学校及び保育園推薦 令和８年３月２５日（水）

３ 提出先 米子市教育委員会事務局こども政策課

４ その他 各推薦者へは、改めて推薦依頼の文書を送付します。

推薦者 開校準備委員会委員 開校準備委員会委員

兼教育環境部会員

教育環境部会員

（専門部会員）

崎津公民館長 一般の方 ２人 なし 一般の方 １人

未就学児保護者１人

大篠津公民館長 一般の方 ２人 なし 一般の方 １人

未就学児保護者１人

和田公民館長 一般の方 ２人 なし 一般の方 １人

未就学児保護者１人

崎津小学校 PTA 会長 保護者 １人 なし 保護者 １人

大篠津小学校 PTA 会長 保護者 １人 なし 保護者 １人

和田小学校 PTA 会長 保護者 １人 なし 保護者 １人

美保中学校 PTA 会長 保護者 ２人 保護者 １人 なし

崎津小学校長 管理職 １人 なし 教職員 １人

大篠津小学校長 管理職 １人 なし 教職員 １人

和田小学校長 管理職 １人 なし 教職員 １人

美保中学校長 管理職 １人 なし 教職員 １人

崎津保育園長 管理職又は

保護者１人

なし なし

小鳩保育園長 管理職又は

保護者１人

なし なし

和田保育園長 管理職又は

保護者１人

なし なし

※美保中学校区校長会 なし なし 部会長 １人
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